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背景及び基本的な方針

（背景）

アナログテレビの出荷は、平成20年度で50～60万台程度が見
込まれており 従来の黄色の周知シ ルの知名度も上がって

（背景）

込まれており、従来の黄色の周知シールの知名度も上がって
いるものの、アナログ放送終了まで３年となることから、更
に周知徹底を期す必要が出てきている。特に、顧客の誤解をに周知徹底を期す必要が出てきている。特に、顧客の誤解を
さけるため「薄型テレビ≠デジタル放送対応」を意識した周
知が必要である。

（基本的な方針）

アナログテレビの販売実態が、
約１０社程度の販売メ カ （JEITA非加盟会社が多い）

（基本的な方針）

約１０社程度の販売メーカー（JEITA非加盟会社が多い）
販売チャネルは、ホームセンター、家電・雑貨ショップ等

という状況を踏まえて、取扱メーカー（輸入販売業者を含む）という状況を踏まえて、取扱メ カ （輸入販売業者を含む）
を中心に、更なる周知強化への協力を個別に巡回して依頼する。
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取扱メーカーへの具体的な協力依頼事項

①①注意シ ルの貼付注意シ ルの貼付①①注意シールの貼付注意シールの貼付

・製品出荷時に、従来の「告知シール」に加えて、製品正面の上部フレー
ムに、Ａ５又はＡ６サイズの大型「注意シール」（次頁参照）を貼付す
る（20型 21型は 14型は ）る（20型・21型はＡ５、14型はＡ６）。

・「注意シール」には、「このテレビは、2011年７月にアナログ放送が終
了すると、デジタルチューナーなどの機器を外付けしない限り使用でき
なくなります」という内容を記載

・シール提供ルールはこれまで同様（Dpa経由で必要枚数を無償支給）

②梱包箱への注意印刷②梱包箱への注意印刷

・①の「注意シール」と同様の記載内容を、梱包箱に印刷をする
・デザインは一任するが注意シールと同サイズ以上（モノクロで可）デザインは 任するが注意シ ルと同サイズ以上（モノクロで可）
・印刷（表示）場所については顧客の視認性を配慮のこと
・尚、暫定措置として、①の「注意シール」(全面糊付版)の提供も可能

③取扱いメーカーが取引販売店に対して①②対策の趣旨を周知・徹底③取扱いメーカーが取引販売店に対して①②対策の趣旨を周知・徹底

（例 勝手に販売店が注意シールを剥がしたりしないように徹底）

２

適用時期：８月１日新規出荷分からのスタートを目標とする
（運用面では、海外生産及び在庫の問題も配慮）



追加する大型「注意シール」

＊シールの大きさはＡ５シールの原寸大
３



販売店におけるアナログテレビ販売のイメージ
アナログテレビには大型「注意シール」を貼付

デジタルテレビには、「注意シール」を貼付しない。

従来の「告知シール」も貼付
（購入後もはがすことなくテレビ視聴可能）

アナログテレビを梱包する箱にも大型
「注意シール」と同様の内容を印刷

消費者
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（参考１）従来の「告知シール」

テレビ用テレビ用
（15㎜×70㎜）
平成17年10月～

録画機器用（大）
（10㎜×35㎜）
平成18年４月～

（参考）

録画機器用（小）
（10㎜×20㎜）
平成18年４月～

パソコン用
（22㎜×14㎜）
平成18年９月～

＊各シールの大きさは原寸大 ５

平成18年９月～



（参考２）シールを貼付したテレビに同梱しているチラシ

６
表 裏



（参考３）シールを貼付した録画機器に同梱しているチラシ

７
表 裏



（参考４）シールを貼付した車載機器に同梱しているチラシ

８
表 裏



（参考５）シールを貼付したＰＣと一緒に店頭で配布しているチラシ

９
表 裏




